
てし
つに樵特匿秘るけおに訟訴事氏力り

ソ
メア

研

究

ノ

-

トア
メ
-
カ
民
事
訴
訟
に
お
け
る
秘
匿
特
権

(
p
r
i
v
i
l
e
g
e
)
　
に
つ
い
て

-
　
そ
の
歴
史
的
展
開
の
概
観
　
-

二≡四五V
.

は
'
-
>
f
t
に

英
国
に
お
け
る
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
展
開

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
州
法
に
お
け
る
展
開

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
連
邦
裁
判
所
に
お
け
る
展
開

連
邦
証
拠
規
則
第
五
章
を
め
ぐ
る
議
論

連
邦
証
拠
規
則
五
〇
1
条
の
問
題
点
に
つ
い
て

田
　
　
連

一
　
は
　
じ
　
め
　
に

わ
が
国
の
民
事
訴
訟
法
に
お
い
て
は
、
証
人
尋
問
に
際
し
て
、
証
人
が
、
自
己
を
刑
事
訴
追
の
危
険
に
さ
ら
す
証
言
、
守
秘
義
務
を
負

う
職
務
上
知
り
得
た
事
実
に
関
す
る
証
言
、
職
業
上
の
秘
密
に
関
す
る
証
言
等
を
求
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
証
言
を
拒
絶
す
る
こ
と
が
で

き
る
と
さ
れ
て
い
る
(
二
八
〇
条
二
¥
<
¥
条
)
。
ま
た
、
証
人
尋
問
以
外
の
証
拠
調
べ
に
お
い
て
、
証
拠
調
べ
の
対
象
と
な
る
文
書
・
そ
の

他
の
物
件
に
つ
い
て
利
害
関
係
を
有
す
る
者
が
、
先
に
述
べ
た
証
人
と
類
似
の
状
況
に
置
か
れ
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
証
言
拒
絶
権
に
関

ヽ
1

7944510
K
I

jff
ハハV
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す
る
諸
規
定
の
準
用
ま
た
は
類
推
適
用
の
問
題
と
し
て
処
理
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
ア
メ
リ
カ
法
で
は
、
こ
れ
と
同
種
の
事
態
は
秘
匿
特
権
の
存
否
の
問
題
と
し
て
処
理
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の

秘
匿
特
権
は
、
わ
が
国
の
証
拠
調
べ
に
ほ
ぼ
対
応
す
る
-
」
-
ラ
イ
ア
ル
の
み
な
ら
ず
'
そ
の
前
段
階
の
プ
リ
ト
ラ
イ
ア
ル
に
お
け
る
デ
ィ
ス

カ
ヴ
ァ
リ
ー
(
事
実
及
び
証
拠
に
関
す
る
情
報
収
集
手
続
)
に
つ
い
て
も
'
こ
れ
を
拒
絶
す
る
根
拠
と
し
て
機
能
し
て
い
る
(
合
衆
国
連
邦
民
事

訴
訟
規
則
二
六
条
㈲
)
。

こ
の
秘
匿
特
権
に
関
し
て
は
、
ど
の
よ
う
な
場
合
に
こ
れ
が
認
め
ら
れ
る
の
か
と
い
う
の
が
最
大
の
関
心
事
で
あ
る
。
と
く
に
最
近
、

製
造
物
責
任
訴
訟
な
ど
、
わ
が
国
の
個
人
及
び
企
業
が
合
衆
国
の
民
事
訴
訟
手
続
で
証
言
や
文
書
提
出
な
ど
の
形
で
情
報
開
示
を
求
め
ら

れ
る
事
例
が
み
ら
れ
、
こ
の
点
に
関
す
る
研
究
が
以
前
に
も
増
し
て
重
要
性
を
帯
び
て
来
て
い
る
。
こ
の
問
題
に
開
七
て
は
、
わ
が
国
で

も
こ
れ
ま
で
に
多
-
の
研
究
が
な
さ
れ
て
お
り
、
本
稿
も
こ
れ
に
負
う
と
こ
ろ
が
少
.
な
-
な
い
が
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
の
多
-
は
、
わ
が

(
-
)

国
の
証
言
拒
絶
権
・
文
書
提
出
命
令
な
ど
と
の
比
較
研
究
へ
あ
る
い
は
、
行
政
秘
密
、
弁
護
士
・
依
頼
人
間
な
ど
個
別
の
秘
匿
特
権
に
関

:
g
サ

す
る
も
の
で
'
秘
匿
特
権
の
全
体
像
を
明
ら
か
に
す
る
研
究
の
存
在
を
筆
者
は
寡
聞
に
し
て
知
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
こ
の
面
に
お
け
る
研

究
の
空
白
部
分
を
埋
め
る
こ
と
が
筆
者
の
目
指
す
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
、
ま
ず
,
秘
匿
特
権
の
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
歴

(
3
)

史
的
展
開
を
概
観
し
て
、
今
後
の
研
究
の
足
掛
り
と
し
た
い
。
な
お
、
本
稿
で
は
現
行
の
制
定
法
及
び
判
例
の
分
析
は
射
程
外
と
す
る
の

で
、
検
討
の
範
囲
も
i
九
七
五
年
の
連
邦
証
拠
規
則
の
制
定
ま
で
と
す
る
。

(
-
)
　
田
中
和
夫
「
証
言
拒
絶
権
」
斎
藤
還
暦
記
念
論
文
集
『
法
と
裁
判
』
(
t
九
四
二
)
七
八
貢
以
下
所
収
、
同
・
新
版
証
拠
法
(
増
補
第
三
版
)
(
I

九
七
1
)
三
1
入
貢
以
下
、
竹
下
守
夫
=
野
村
秀
敏
「
民
事
訴
訟
に
お
け
る
文
書
提
出
命
令
(
i
)
(
二
・
完
)
」
判
時
七
九
八
号
1
二
二
頁
以
下
・

八
〇
四
号
一
二
六
頁
以
下
な
ど
。

(
2
)
　
江
橋
崇
「
行
政
秘
密
の
裁
判
上
の
取
り
扱
い
に
関
し
て
A
(
≡
)
(
四
・
完
)
」
法
学
志
林
七
四
巻
二
-
三
号
三
六
頁
以
下
・
七
五
巻
二
号
-
頁
以
下

(
一
九
七
七
)
、
高
橋
l
修
・
判
例
紹
介
〔
l
九
八
二
〕
ア
メ
リ
カ
法
二
六
i
頁
以
下
、
樋
口
範
雄
・
判
例
紹
介
[
1
九
八
六
〕
ア
メ
リ
カ
法
四
六

C
D

CrJ
l
l

894451

ヽ
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九
貢
以
下
な
ど
o

(
3
)
　
な
お
、
本
稿
の
基
本
的
構
想
は
、
D
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
s
 
i
n
 
t
h
e
 
L
a
w
,
P
r
i
v
i
l
e
g
e
d
 
C
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
s
,
9
8
H
a
r
v
.
L
.
R
e
v
.
1
4
5
0
,
1
4
5
4
-

1
4
7
1
(
1
9
8
5
)
(
以
下
、
D
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
s
と
し
て
引
用
)
　
に
多
-
を
負
っ
て
い
る
。

二
　
英
国
に
お
け
る
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
展
開

(
4
)

現
在
の
よ
う
な
形
の
秘
匿
特
権
が
登
場
し
た
の
は
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
朝
の
英
国
に
お
い
て
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
時
代
に
は
、

そ
れ
ま
で
証
拠
の
提
供
者
で
あ
っ
た
陪
審
員
が
、
現
在
の
よ
う
な
証
拠
の
評
衝
者
と
し
て
の
役
割
を
持
つ
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
に
か
わ
っ

(

ォ

O

O

)

て
l
般
的
な
証
言
義
務
を
負
う
証
人
が
現
れ
た
o
最
初
に
認
め
ら
れ
た
の
は
、
弁
護
士
・
依
頼
人
間
の
秘
匿
特
権
で
あ
っ
た
O
次
に
秘
匿

(
7
)

特
権
の
対
象
と
し
て
認
め
ら
れ
た
の
が
、
配
偶
者
間
の
意
思
の
伝
達
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
英
国
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
が
ア
メ
リ
カ
合
衆
国

:<eサ:

に
受
け
入
れ
ら
れ
る
一
九
世
紀
初
め
ま
で
に
英
国
で
認
め
ら
れ
た
秘
匿
特
権
は
、
こ
れ
ら
二
種
類
だ
け
で
あ
っ
た
。

45

e
U

78

1
J
.
W
i
g
m
o
r
e
,
E
v
i
d
e
n
c
e
i
n
T
r
i
a
l
s
a
t
 
C
o
m
m
o
n
 
L
a
w
,
∽
8
,
6
0
6
-
6
0
8
(
1
9
8
3
)
.

1

J

.

W

I

G

M

O

R

E

こ

u

p

r

a

 

n

o

t

e

4

,

a

t

6

0

丁

6

0

8

‥

D

e

v

e

l

o

p

m

e

n

t

s

,

s

u

p

r

a

 

n

o

t

e

3

,

a

t

1

4

5

5

.

B
e
r
d
 
v
.
L
o
v
e
l
a
c
e
,
2
1
E
n
g
.
R
e
p
.
3
3
(
1
5
7
7
)
.

B
e
n
t
 
v
.
A
l
l
o
t
,
2
1
E
n
g
.
R
e
p
.
5
0
(
1
5
8
0
)
.

Z
.
S
w
i
f
t
,
A
 
D
i
g
e
s
t
 
o
f
 
t
h
e
 
L
a
w
 
o
f
 
E
v
i
d
e
n
c
e
,
9
1
-
9
5
(
1
8
1
0
)
.

三
　
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
州
法
に
お
け
る
展
開

(
9
)

合
衆
国
の
訴
訟
法
、
と
-
に
証
拠
法
は
英
国
の
そ
れ
を
模
範
と
し
て
成
立
し
た
。
し
か
し
、
合
衆
国
の
独
立
の
経
緯
か
ら
、
英
国
の
コ

l
l

994-
T

5H
H
H
リ

r
/

モ
ソ
・
ロ
ー
を
そ
の
ま
ま
の
形
で
受
け
入
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
合
衆
国
の
実
務
家
及
び
学
者
の
間
に
大
き
な
抵
抗
が
あ
っ
た
。
l
部
　
の
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(
2
)

の
州
で
は
、
独
立
戦
争
の
当
初
か
ら
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
代
え
て
独
自
の
州
法
を
制
定
す
る
動
き
が
あ
っ
た
が
へ
　
こ
の
動
き
は
一
八
二
一

年
の
米
英
戦
争
以
後
は
t
層
強
ま
り
、
そ
の
成
果
は
、
l
八
四
八
年
に
ニ
ュ
ー
・
ヨ
ー
ク
州
で
有
名
な
フ
ィ
ー
ル
ド
の
民
事
訴
訟
法
と
し

て
結
実
し
た
。
そ
の
間
の
動
き
の
中
で
特
に
注
目
す
べ
き
も
の
と
し
て
は
、
1
八
二
八
年
の
ニ
ュ
ー
・
ヨ
ー
ク
州
及
び
l
八
三
五
年
の
ミ

(‖)

ズ
リ
ー
州
の
制
定
法
で
履
師
・
患
者
間
の
意
思
の
伝
達
に
秘
匿
特
権
が
認
め
ら
れ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
各
州
が
そ
れ
ぞ
れ

の
立
場
で
立
法
を
行
っ
た
結
果
'
I
九
六
〇
年
代
に
な
る
と
証
拠
法
の
分
野
で
は
州
に
よ
る
制
定
法
の
規
定
の
相
違
が
目
立
つ
よ
う
に

な
っ
た
。
そ
こ
で
、
一
九
世
紀
末
か
ら
二
〇
世
紀
の
初
頭
に
か
け
て
、
学
者
の
中
か
ら
証
拠
法
統
一
の
呼
び
か
け
が
盛
ん
に
な
っ
て
き

(
2
)

た
。こ

の
時
代
の
合
衆
国
の
学
者
た
ち
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
の
は
、
英
国
領
の
イ
ン
ド
で
証
拠
法
を
制
定
し
た
ス
テ
フ
ェ
ソ
卿
(
S
i
r

J
a
m
e
s
F
i
t
z
j
a
m
e
s
S
t
e
p
h
e
n
)
が
著
し
た
『
証
拠
法
要
録
(
A
D
i
g
e
s
t
o
f
t
h
e
L
a
w
o
f
E
v
i
d
e
n
c
e
,
1
8
7
6
)
』
と
い
う
書
物
で
あ
っ
た
o
　
こ
の

中
で
、
・
ス
テ
フ
ェ
ソ
卿
は
、
弁
護
士
・
依
頼
人
聞
及
び
配
偶
者
間
の
意
思
の
伝
達
、
並
び
に
、
国
家
機
密
及
び
国
家
に
対
す
る
情
報
提
供

(
2
)

者
に
関
す
る
情
報
を
、
秘
匿
特
権
の
対
象
と
し
て
列
挙
し
て
い
た
。

合
衆
国
に
お
い
て
証
拠
法
統
一
の
動
き
が
本
格
的
に
始
ま
っ
た
の
は
、
一
九
二
二
年
の
　
「
証
拠
法
改
革
提
案
委
員
会
(
t
h
e
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e

t
o
P
r
o
p
o
s
e
S
p
e
c
i
f
i
c
R
e
f
o
r
m
s
i
n
t
h
e
L
a
w
o
f
E
v
i
d
e
n
c
e
)
」
　
の
結
成
以
降
で
あ
る
.
こ
の
委
員
会
は
五
年
間
の
デ
ー
タ
を
収
集
し
て
、
州

C
2
)

法
の
統
I
J
に
関
す
る
報
告
書
を
提
出
し
た
。
ま
た
、
i
九
二
三
年
に
設
立
さ
れ
た
ア
メ
リ
カ
法
律
協
会
も
こ
れ
に
刺
激
を
受
け
て
、
l
九

三
九
年
に
は
統
t
証
拠
法
の
起
草
の
た
め
の
委
員
会
を
設
け
た
o
　
こ
の
委
員
会
の
成
果
は
、
l
九
四
二
年
に
八
〇
六
条
か
ら
成
る
模
範
証

拠
法
典
(
M
o
d
e
l
C
o
d
e
o
f
E
v
i
d
e
n
c
e
)
と
し
て
現
れ
た
o
　
こ
の
中
で
は
、
弁
護
士
・
依
頼
人
間
、
配
偶
者
間
、
聖
職
者
・
告
解
著
聞
、
医
師

0
2
)

・
患
者
間
の
意
思
の
伝
達
、
並
び
に
、
国
家
に
対
す
る
情
報
提
供
者
に
関
す
る
情
報
が
」
　
秘
匿
特
権
の
対
象
と
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、

(
2
)

模
範
証
拠
法
典
は
そ
の
革
新
的
な
内
容
の
た
め
に
広
い
支
持
が
得
ら
れ
ず
'
一
九
五
三
年
に
は
'
統
一
州
法
委
員
全
国
会
議
(
t
h
e

ハ

O

v

9ヽ
1

005451
1
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N
a
t
i
o
n
a
l
C
o
n
f
e
r
e
n
c
e
o
f
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
e
r
s
o
n
U
n
i
f
o
r
m
S
t
a
t
e
L
a
w
s
)
に
よ
っ
て
統
1
証
拠
法
典
(
U
n
i
f
o
r
m
R
u
l
e
s
.
o
f
E
く
i
d
e
n
c
e
)
が
作
ら

(t)

れ
た
。
こ
れ
も
模
範
証
拠
法
典
と
同
様
の
秘
匿
特
権
を
認
め
て
い
た
が
'
こ
れ
を
採
用
し
た
の
は
カ
ン
サ
ス
及
び
ニ
ュ
ー
・
ジ
ャ
ー
ジ
ー

(
2
)

の
二
州
に
留
ま
っ
た
。

州
の
証
拠
法
統
I
の
運
動
の
成
功
は
、
l
九
七
〇
年
代
を
得
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
O
す
な
わ
ち
、
I
九
七
四
年
に
な
っ
て
統
l
州
法

委
員
全
国
会
議
は
統
l
証
拠
法
典
を
改
正
し
た
∵
こ
の
改
正
法
典
は
、
秘
匿
特
権
の
対
象
と
し
て
、
弁
護
士
・
依
頼
人
間
、
精
神
療
法
医

を
含
む
医
師
・
患
者
間
'
配
偶
者
間
、
及
び
、
聖
職
者
・
告
解
著
聞
の
意
思
の
伝
達
、
並
び
に
、
選
挙
に
お
け
る
投
票
、
営
業
秘
密
'
国

(
2
)

家
機
密
及
び
国
家
に
対
す
る
情
報
提
供
者
に
開
す
る
僧
報
な
ど
を
挙
げ
て
い
た
。
こ
の
改
正
統
l
法
典
の
諸
規
定
は
多
-
の
州
で
採
用
さ

(
8
)

れ
、
こ
の
結
果
、
州
法
の
間
の
相
違
は
か
な
り
減
少
し
た
O

(
r
a
>
)
　
D
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
s
,
s
u
p
r
a
 
n
o
t
e
3
,
a
t
1
4
5
7
:
C
.
W
a
r
r
e
n
,
A
H
i
s
t
o
r
y
o
f
t
h
e
A
m
e
r
i
c
a
n
 
B
a
r
,
3
1
-
3
8
(
1
9
1
1
)
.

(
S
)
　
B
l
o
o
m
f
i
e
l
d
,
W
i
l
l
i
a
m
 
S
a
m
p
s
o
n
 
a
n
d
 
t
h
e
 
C
o
d
i
f
i
e
r
s
:
T
h
e
 
R
o
o
t
s
 
o
f
 
A
m
e
r
i
c
a
n
 
L
e
g
a
l
 
R
e
f
o
r
m
,
1
8
2
0
-
1
8
3
0
,
1
1
　
A
m
.
J
.

L
e
g
a
l
 
H
i
s
t
o
r
y
2
3
4
,
2
3
4
(
1
9
6
7
)
.

(
;
=
!
)
　
8
J
.
W
i
g
m
o
r
e
,
E
v
i
d
e
n
c
e
i
n
T
r
i
a
l
s
 
a
t
 
C
o
m
m
o
n
 
L
a
w
,
∽
2
3
8
0
,
8
1
9
-
8
2
0
(
1
9
6
1
)
.

(
2
)
　
D
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
s
,
s
u
p
r
a
 
n
o
t
e
3
,
a
t
1
4
6
0
.

(
2
)
　
J
.
F
.
S
t
e
p
h
e
n
,
A
 
D
i
g
e
s
t
 
o
f
 
t
h
e
 
L
a
w
o
f
 
E
v
i
d
e
n
c
e
,
1
8
7
6
,
a
r
t
s
.
1
1
0
-
1
7
1
.

(
3
)
　
E
.
M
o
r
g
a
n
,
Z
.
C
h
a
f
f
e
-
R
.
G
I
F
F
O
R
D
,
E
.
H
I
N
T
O
N
,
C
.
H
O
u
G
H
,
W
.
J
O
H
N
S
T
O
N
,
E
.
S
u
N
D
E
R
L
A
N
D
&
J
.
W
I
G
M
O
R
E
,
T
h
e
 
L
a
w
 
O
F

E
v
i
d
e
n
c
e
:
S
o
m
e
 
P
r
o
p
o
s
a
l
s
 
f
o
r
 
i
t
s
 
R
e
f
o
r
m
,
1
9
2
7
.

(
S
)
　
M
o
d
e
l
 
C
o
d
e
 
o
f
 
E
v
i
d
e
n
c
e
,
1
9
4
2
.

(

2

)

　

2

1

C

.

W

r

i

g

h

t

&

K

.

G

r

a

h

a

m

,

F

e

d

e

r

a

l

 

P

r

a

c

t

i

c

e

a

n

d

P

r

o

c

e

d

u

r

e

一

E

v

i

d

e

n

c

e

ァ

5

0

0

5

,

8

6

-

8

8

(

1

9

7

7

)

.

(

!

_

;

)

　

I

 

T

.

B

a

i

l

e

y

&

O

.

T

r

e

l

l

e

s

,

T

h

e

 

F

e

d

e

r

a

l

 

R

u

l

e

s

 

o

f

 

E

v

i

d

e

n

c

e

一

L

e

g

i

s

l

a

t

i

v

e

 

H

i

s

t

o

r

i

e

s

 

a

n

d

 

R

e

l

a

t

e

d

 

D

o

c

u

m

e

n

t

s

、

3

(
1
9
8
0
)
.

B
f
l

HHHU
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(

2

)

　

2

1

C

.

W

r

i

g

h

t

&

K

.

G

r

a

h

a

m

,

s

u

p

r

a

 

n

o

t

e

1

6

,

ァ

5

0

0

5

,

9

1

.

(
2
)
　
U
n
i
f
o
r
m
 
R
u
l
e
s
 
o
f
E
v
i
d
e
n
c
e
(
1
9
7
4
)
,
1
3
U
.
L
.
A
.
2
0
9
(
1
9
8
0
)
.

(
S
)
　
D
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
s
,
s
u
p
r
a
 
n
o
t
e
3
,
a
t
1
4
6
3
.

四
　
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
連
邦
裁
判
所
に
お
け
る
展
開

連
邦
裁
判
所
に
お
い
て
は
、
秘
匿
特
権
の
問
題
に
関
し
て
ど
の
よ
う
な
法
律
を
適
用
す
べ
き
か
に
つ
い
て
長
ら
く
混
乱
が
あ
っ
た
。
当

初
、
州
法
を
適
用
す
べ
き
と
す
る
考
え
方
が
有
力
で
あ
っ
た
が
'
州
裁
判
所
の
判
例
に
州
法
と
同
様
の
拘
束
力
が
あ
る
か
に
つ
い
て
は
意

(a)

見
が
分
か
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
状
態
は
'
一
九
三
八
年
の
連
邦
民
事
訴
訟
規
則
の
制
定
後
も
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
か
っ
た
。
同
規
則

四
三
条
回
は
、
証
拠
の
許
容
性
及
び
能
力
に
つ
い
て
は
'
連
邦
の
制
定
法
、
連
邦
裁
判
所
に
お
け
る
証
拠
上
の
規
則
、
ま
た
は
、
当
該
連

邦
裁
判
所
が
所
在
す
る
州
の
l
般
管
轄
裁
判
所
の
証
拠
上
の
規
則
に
よ
っ
て
判
断
す
べ
き
も
の
と
し
つ
つ
、
他
方
で
は
、
制
定
法
及
び
各

裁
判
所
の
規
則
の
う
ち
で
は
、
当
該
証
拠
の
採
用
を
支
持
す
る
も
の
を
適
用
す
べ
き
こ
と
、
並
び
に
、
証
拠
提
出
に
つ
い
て
は
制
定
法
及

び
各
裁
判
所
の
規
則
の
う
ち
最
も
便
利
な
方
法
に
よ
る
べ
き
こ
と
を
定
め
て
い
た
o
 
L
か
し
、
こ
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
l
定
の
場
合
に
は

'
-
¥
I

州
法
を
適
用
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
の
で
、
州
法
の
不
統
一
が
こ
こ
に
も
影
響
す
る
こ
と
に
な
っ
た
.
ま
た
、
同
規
則
は
秘
匿
特
権
に

「
‥
、
∵

関
し
て
は
規
定
を
設
け
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
連
邦
裁
判
所
は
依
る
べ
き
原
則
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
状
況
か
ら
、
新
た
な
連
邦
証
拠
規
則
を
制
定
す
べ
き
で
あ
る
と
の
声
が
次
第
に
大
き
-
な
り
、
一
九
五
八
年
に
は
、
ア
メ

リ
カ
法
律
家
協
会
(
A
m
e
r
i
c
a
n
B
a
r
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
)
が
合
衆
国
司
法
会
議
(
J
u
d
i
c
i
a
l
C
o
n
f
e
r
e
n
c
e
o
f
t
h
e
U
n
i
t
e
d
S
t
a
t
e
s
)
に
対
し
て
、
連
邦

(S)

地
方
裁
判
所
に
お
け
る
証
拠
規
則
の
制
定
に
つ
い
て
検
討
す
べ
き
こ
と
を
求
め
る
旨
を
決
議
し
た
o
　
こ
れ
を
受
け
た
合
衆
国
司
法
会
議

は
、
T
九
六
五
年
に
証
拠
法
統
l
の
た
め
の
諮
問
委
員
を
任
命
し
、
同
委
員
会
は
1
九
七
〇
年
l
〇
月
に
法
案
を
完
成
し
た
O
法
案
は
司

法
会
議
の
承
認
後
、
合
衆
国
最
高
裁
判
所
に
提
出
さ
れ
、
.
最
高
裁
判
所
を
通
じ
て
多
-
の
法
律
家
や
学
者
の
意
見
を
聴
取
し
た
の
ち
、
一

2

0
ノ

ヽ

-

ノ

a0545H
H
H
リ

_
ヽ
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九
七
二
年
二
月
に
公
布
さ
れ
、
一
九
七
三
年
二
月
五
日
に
は
連
邦
議
会
へ
報
告
さ
れ
た
。

こ
の
法
案
の
第
五
章
で
は
、
l
九
七
四
年
の
統
-
証
拠
法
典
と
ほ
ぼ
同
様
に
'
九
つ
の
秘
匿
特
権
が
挙
げ
ら
れ
て
い
た
o
　
そ
の
対
象

は
、
弁
護
士
・
依
頼
人
間
、
及
び
、
聖
職
者
・
告
解
著
聞
の
意
思
の
伝
達
、
並
び
に
、
選
挙
に
お
け
る
投
票
、
営
業
秘
密
、
国
家
棟
密
及

び
国
家
に
対
す
る
情
報
提
供
者
に
関
す
る
情
報
な
ど
ほ
と
ん
ど
が
従
来
か
ら
認
め
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
医
師
・
患
者
間
の
意

OS)

思
の
伝
達
を
除
外
し
、
精
神
療
法
医
・
患
者
間
の
意
思
の
伝
達
を
加
え
る
な
ど
'
従
来
と
は
異
な
る
箇
所
も
み
ら
れ
た
。
特
に
注
目
す
べ

き
点
は
、
同
法
案
の
五
〇
一
条
が
、
合
衆
国
憲
法
、
連
邦
議
会
の
制
定
法
及
び
最
高
裁
判
所
規
則
に
別
段
の
規
定
が
な
い
限
り
、
第
五
章

(
8
)

の
規
定
を
排
他
的
に
適
用
す
る
と
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
'
秘
匿
特
権
の
連
邦
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
よ
る
拡
大
を
凍
結
し
、
秘

(SO

匿
特
権
に
関
す
る
州
法
の
連
邦
裁
判
所
に
お
け
る
適
用
を
完
全
に
排
除
す
る
趣
旨
で
あ
っ
た
。

規
則
授
権
法
(
t
h
e
R
u
l
e
s
E
n
a
b
l
i
n
g
A
c
t
s
)
に
よ
れ
ば
、
最
高
裁
判
所
に
よ
っ
て
公
布
さ
れ
た
法
案
は
、
連
邦
議
会
へ
の
送
付
後
九
〇
日

(sr>

を
経
過
す
れ
ば
自
動
的
に
効
力
を
生
じ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
連
邦
議
会
で
秘
匿
特
権
の
扱
い
を
め
ぐ
っ
て
論
争
が
起
っ
た

「
7
こ

た
め
に
、
議
会
は
こ
の
規
則
に
関
す
る
限
り
連
邦
議
会
で
泉
認
す
る
ま
で
効
力
が
生
じ
な
い
旨
の
法
律
を
作
っ
て
対
応
し
た
。

(
m
)
　
C
o
m
m
e
n
t
 
o
n
 
R
u
l
e
s
 
o
f
 
P
r
a
c
t
i
c
e
 
a
n
d
 
P
r
o
c
e
d
u
r
e
,
J
u
d
i
c
i
a
l
 
C
o
n
f
e
r
e
n
c
e
 
o
f
 
t
h
e
 
U
n
i
t
e
d
 
S
t
a
t
e
s
,
R
u
l
e
s
 
o
f
 
E
v
i
d
e
n
c
e
:
A

P
r
e
l
i
m
i
n
a
r
y
 
R
e
p
o
r
t
 
o
n
 
t
h
e
 
A
d
v
i
s
a
b
i
l
i
t
y
 
a
n
d
 
F
e
a
s
i
b
i
l
i
t
y
 
o
f
 
D
e
v
e
l
o
p
i
n
g
 
U
n
i
f
o
r
m
 
R
u
l
e
s
 
o
f
 
E
v
i
d
e
n
c
e
 
f
o
r
 
t
h
e
 
U
.
S
.

D
i
s
t
r
i
c
t
 
C
o
u
r
t
s
,
3
0
F
.
R
.
D
.
7
3
,
8
2
-
8
9
(
1
9
6
2
)
.

D
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
s
,
s
u
p
r
a
 
n
o
t
e
3
,
a
ニ
4
6
4
.

(
S
)
　
C
o
m
m
e
n
t
,
E
v
i
d
e
n
c
e
R
u
l
e
s
i
n
t
h
e
F
e
d
e
r
a
l
C
o
u
r
t
s
:
A
T
i
m
e
f
o
r
a
C
h
a
n
g
e
,
3
8
T
e
x
.
L
.
R
e
v
.
4
5
1
,
4
5
8
-
4
6
0
(
1
9
6
0
)
.

(
O
S
)
　
C
o
m
m
e
n
t
o
n
R
u
l
e
s
o
f
P
r
a
c
t
i
c
e
a
n
d
P
r
o
c
e
d
u
r
e
,
s
u
p
r
a
n
o
t
e
2
1
,
a
t
8
1
.

(
8
)
　
5
6
F
.
R
.
D
.
2
3
5
-
2
5
6
(
1
9
7
2
)
.
な
お
、
細
か
な
点
で
あ
る
が
、
配
偶
者
間
の
意
思
の
伝
達
に
関
す
る
秘
匿
特
権
に
代
え
て
、
対
配
偶
者
の
証
言

拒
絶
権
(
a
d
v
e
r
s
e
s
p
o
u
s
a
l
t
e
s
t
i
m
o
n
y
p
r
i
v
i
l
e
g
e
)
を
採
用
し
た
こ
と
も
従
来
と
は
異
な
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
相
違
の
意
味
に
つ
い
て
は
、

D
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
s
,
s
u
p
r
a
 
n
o
t
e
3
,
a
t
1
5
6
3
-
1
5
6
4
.

ヽ
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し
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f
。
。
N

(
8
)

5
6
F
.
R
.
D
.
2
3
0
(
1
9
7
2
)
.

K
r
a
t
t
e
n
m
a
k
e
r
,
T
e
s
t
i
m
o
n
i
a
l
P
r
i
v
i
l
e
g
e
s
i
n
F
e
d
e
r
a
l
C
o
u
r
t
s
,
6
2
G
e
o
.
L
.
J
.
6
1
,
6
6
(
1
9
7
3
)
.

1

8

U

.

S

.

C

.

∽

3

7

7

1

(

1

9

8

2

)

,

2

8

U

.

S

.

C

.

ァ

ァ

2

0

7

2

,

2

0

7

5

(

1

9

8

2

)

.

A
c
t
o
f
M
a
r
c
h
3
0
,
1
9
7
3
,
P
u
b
.
L
.
N
o
.
9
3
-
1
2
,
8
7
S
t
a
t
.
9
(
1
9
7
3
)
.

′
すり

)

ヽ
-
ノ

405451

__ヽ

五
　
連
邦
証
拠
規
則
第
五
章
を
め
ぐ
る
議
論

(S)

連
邦
議
会
に
お
け
る
論
議
で
問
題
と
な
っ
た
の
は
、
以
下
の
点
で
あ
る
。
の
州
籍
の
相
違
に
基
づ
-
訴
訟
(
d
i
v
e
r
s
i
t
y
c
a
s
e
)
で
連
邦
法

(s)

を
適
用
す
る
こ
と
は
、
連
邦
最
高
裁
判
所
の
判
例
(
E
r
i
e
R
.
R
.
C
o
.
v
.
T
o
m
p
k
i
n
s
,
3
0
4
U
.
S
.
6
4
(
1
9
3
8
)
)
に
違
反
し
、
違
憲
で
は
な
い

か
。
㈱
秘
匿
特
権
に
関
す
る
規
則
を
公
布
す
る
こ
と
は
、
規
則
授
権
法
が
最
高
裁
判
所
に
与
え
た
権
限
を
越
え
る
の
で
は
な
い
か
。
㈱
当

該
規
則
は
不
完
全
で
、
矛
盾
を
含
み
、
支
離
滅
裂
で
は
な
い
か
。

ま
ず
、
Ⅲ
に
つ
い
て
の
反
対
派
の
主
張
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
　
E
r
i
e
事
件
で
連
邦
最
高
裁
は
、
実
体
法
と
手
続
法
と
の
区
別
を
前
提

と
し
て
、
~
実
体
法
に
つ
い
て
は
州
法
を
適
用
す
べ
き
と
し
た
が
(
E
r
i
e
ド
ク
ト
リ
ン
と
呼
ば
れ
る
)
、
秘
匿
特
権
に
関
す
る
規
律
は
、
そ
の
対

(SO

象
た
る
嘉
の
関
係
の
保
護
と
真
実
の
探
求
と
の
間
の
選
択
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
実
体
的
な
立
法
に
他
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
対
し

て
、
賛
成
派
は
、
秘
匿
特
権
は
証
明
の
方
法
に
つ
い
て
手
続
的
な
面
か
ら
影
響
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
か
ら
,
連
邦
裁
判
所
は
州
法
の
適

(
8
)

用
を
排
除
で
き
る
と
主
張
し
た
o
こ
れ
に
つ
い
て
、
多
数
の
学
者
は
、
E
r
i
e
ド
ク
ト
リ
ン
が
憲
法
上
の
要
請
で
あ
る
と
す
る
反
対
派
の
主

OS)

張
は
誤
っ
て
い
る
が
'
州
の
権
限
を
強
化
し
ょ
う
と
す
る
人
々
の
立
場
を
考
慮
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
形
で
州
法
の
適
用
を
排
除
す
る
こ

0
8
)

と
は
好
ま
し
-
な
い
と
し
て
い
た
。

次
に
、
価
に
つ
い
て
の
反
対
派
の
主
張
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
O
最
高
裁
判
所
は
議
会
の
よ
う
に
国
民
の
意
見
を
直
接
に
反
映
す
る
こ
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t
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と
は
で
き
な
い
か
ら
、
そ
の
規
則
制
定
の
権
限
は
手
続
的
な
事
項
に
限
る
べ
き
で
あ
り
、
実
体
的
な
権
利
に
影
響
す
る
秘
匿
特
権
に
関
し

(S)

て
最
高
裁
判
所
が
規
則
を
公
布
す
る
こ
と
は
権
限
の
逸
脱
で
あ
る
o
 
L
か
し
、
こ
れ
に
つ
い
て
も
、
学
者
の
多
-
は
賛
成
派
の
立
場
に

(te)

あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。

ま
た
、
③
に
つ
い
て
は
、
反
対
派
は
、
法
案
が
聖
職
者
・
告
解
者
間
の
意
思
の
伝
達
を
秘
匿
特
権
の
対
象
と
し
な
が
ら
配
偶
者
間
の
意

思
の
伝
達
を
除
外
し
て
い
る
点
、
あ
る
い
は
、
精
神
療
法
医
・
患
者
間
の
意
思
の
伝
達
を
秘
匿
特
権
の
対
象
と
し
な
が
ら
医
師
・
患
者
間

(
8
)

の
意
思
の
伝
達
を
除
外
し
て
い
る
点
に
お
い
て
矛
盾
が
あ
る
と
主
張
し
た
。
ま
た
、
国
家
機
密
に
つ
い
て
秘
匿
特
権
を
拡
大
し
な
が
ら
'

.(SO

他
方
で
、
個
人
の
秘
匿
特
権
を
制
限
し
て
い
る
点
に
つ
い
て
も
批
判
が
あ
っ
た
。

秘
匿
特
権
に
関
す
る
規
定
を
め
ぐ
っ
て
、
特
に
畑
の
点
に
関
し
て
強
い
反
対
が
あ
っ
た
た
め
、
こ
れ
に
よ
っ
て
連
邦
証
拠
規
則
全
体
の

施
行
が
遅
れ
る
こ
と
を
恐
れ
た
連
邦
議
会
は
、
第
五
章
に
つ
い
て
は
他
の
規
定
を
す
べ
て
削
除
し
て
、
現
行
規
則
の
五
〇
一
条
の
み
を
置

く
こ
と
に
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
大
幅
な
修
正
の
結
果
、
連
邦
証
拠
規
則
は
当
初
の
予
定
か
ら
二
年
遅
れ
て
、
一
九
七
五
年
七
月

(
S
O

t
日
に
よ
う
や
く
施
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
o

(
m
)
　
R
u
l
e
s
 
o
f
 
E
v
i
d
e
n
c
e
一
H
e
a
r
i
n
g
s
 
b
e
f
o
r
e
 
t
h
e
 
S
p
e
c
i
a
l
 
S
u
b
c
o
m
m
.
o
n
】
甘
f
o
r
m
 
o
f
 
F
e
d
e
r
a
l
 
C
r
i
m
i
n
a
l
 
L
a
w
s
 
o
f
 
t
h
e
 
H
o
u
s
e

C
0
m
m
.
o
n
 
t
h
e
 
J
u
d
i
c
i
a
r
y
,
9
3
d
 
C
o
n
g
.
,
1
s
t
 
S
e
s
s
.
(
1
9
7
3
)
.
(
以
下
、
R
u
l
e
s
 
o
f
 
E
v
i
d
e
n
c
e
と
し
て
引
用
)

(
3
)

(
3
2
)

f
C
O
¥

co.)

(
3
5
.
)

へ

8

;

(fe)

本
件
に
関
し
て
は
、
田
中
英
夫
・
英
米
法
総
論
下
六
二
三
貴
以
下
(
一
九
八
〇
)
参
照
。

R
u
l
e
s
 
o
f
 
E
v
i
d
e
n
c
e
,
s
u
p
r
a
 
n
o
t
e
3
0
,
a
t
1
7
1
.

5
6
F
.
R
.
D
.
2
3
0
,
2
3
3
(
1
9
7
2
)
.

た
と
え
ば
、
4
J
.
M
o
o
r
e
,
M
o
o
r
e
・
s
F
e
d
e
r
a
l
 
P
r
a
c
t
i
c
e
∽
2
6
.
6
0
[
7
]
,
a
t
2
6
-
2
2
3
(
1
9
8
4
)
.

た
と
え
ば
、
K
r
a
t
t
e
n
m
a
k
e
r
,
s
u
p
r
a
 
n
o
t
e
2
7
,
a
t
 
1
0
9
-
1
1
7
.

R
u
l
e
s
 
o
f
 
E
v
i
d
e
n
c
e
、
s
u
p
r
a
 
n
o
t
e
3
0
,
a
t
4
4
1
-
4
4
5
.

D
e
g
n
a
n
,
T
h
e
L
a
w
 
o
f
F
e
d
e
r
a
l
E
v
i
d
e
n
c
e
R
e
f
o
r
m
,
7
6
H
a
r
v
.
L
.
R
e
v
.
2
7
5
,
2
7
7
-
2
8
2
(
1
9
6
2
)
.

'
.

505451
1
1
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トノ究節

R
u
l
e
s
 
o
f
E
v
i
d
e
n
c
e
,
s
u
p
r
a
n
o
t
e
3
0
,
a
t
2
4
3
,
3
4
2
-
3
5
1
.

・
m
)
　
R
u
l
e
s
o
f
E
v
i
d
e
n
c
e
,
s
u
p
r
a
n
o
t
e
3
0
,
a
ニ
0
-
1
8
7
.
こ
の
点
に
つ
い
て
は
'
さ
ら
に
、
国
家
機
密
に
関
す
る
秘
匿
特
権
は
法
案
作
成
の
最
後

の
段
階
で
、
司
法
省
の
手
に
よ
っ
て
加
え
ら
れ
た
と
の
証
言
も
な
さ
れ
た
(
R
u
l
e
s
o
f
E
v
i
d
e
n
c
e
,
s
u
p
r
a
n
o
t
e
3
0
,
a
ニ
8
2
.
)
-

(
3
)
　
こ
の
間
の
経
過
に
つ
い
て
は
、
法
務
大
臣
官
房
司
法
法
制
調
査
部
・
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
連
邦
証
拠
規
則
訳
者
ま
え
が
き
三
貢
以
下
(
l
九
七
五
)

参
照
。

六
　
連
邦
証
拠
規
則
五
〇
一
条
の
問
題
点
に
つ
い
て

(
3
)

現
行
の
連
邦
証
拠
規
則
五
〇
1
条
(
通
則
)
は
、
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。

「
合
衆
国
憲
法
に
よ
っ
て
特
に
要
求
さ
れ
る
場
合
、
連
邦
議
会
の
制
定
法
に
よ
っ
て
特
に
規
定
さ
れ
る
場
合
、
ま
た
は
、
制
定
法
に
基

づ
く
権
限
に
従
い
連
邦
最
高
裁
判
所
が
定
め
る
規
則
の
中
で
別
段
の
定
め
が
さ
れ
る
場
合
を
除
い
て
'
証
人
、
個
人
、
ま
た
は
、
連
邦

政
府
、
州
、
も
し
-
は
そ
れ
ら
の
政
治
的
部
門
の
秘
匿
特
権
は
、
理
性
と
経
験
に
照
ら
し
て
合
衆
国
.
の
裁
判
所
に
よ
っ
て
解
釈
さ
れ
る

コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
原
則
に
よ
っ
て
規
律
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
民
事
の
訴
訟
及
び
手
続
に
お
い
て
、
請
求
ま
た
は
抗
弁
に
関
し
て
、
州
法

が
判
断
の
規
則
を
定
め
て
い
る
場
合
に
は
、
証
人
、
個
人
、
ま
た
は
、
連
邦
政
府
、
州
、
も
し
-
は
そ
れ
ら
の
政
治
的
部
門
の
秘
匿
特

権
は
、
州
法
に
従
っ
て
決
定
さ
れ
る
。
」

(
S
O

こ
の
規
定
に
問
題
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

ま
ず
、
こ
の
規
定
の
起
草
者
は
、
州
籍
の
相
違
に
基
づ
-
訴
訟
で
は
州
法
が
適
用
さ
れ
る
と
考
え
、
し
か
も
、
本
条
の
適
用
対
象
は
ほ

と
ん
ど
が
こ
の
よ
う
な
場
合
で
あ
る
と
み
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
考
え
方
の
妥
当
性
は
疑
わ
し
い
。
た
と
え
ば
、
州
籍
の

相
違
に
基
づ
く
訴
訟
で
、
請
求
ま
た
は
抗
弁
の
当
否
が
連
邦
法
に
基
づ
い
て
判
断
さ
れ
る
場
合
も
あ
ろ
う
。
こ
の
場
合
に
は
、
本
条
の
親

定
に
よ
れ
ば
、
当
該
請
求
ま
た
は
抗
弁
に
関
す
る
秘
匿
特
権
に
つ
い
て
は
連
邦
法
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
へ
連
邦
問
題
の
事

tLU
O
J

ヽ
-
ノ

605451a
n
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(
3
)

件
(
f
e
d
e
r
a
l
q
u
e
s
t
i
o
n
c
a
s
e
)
に
お
い
て
、
当
該
事
件
の
あ
る
争
点
に
関
し
て
州
法
が
判
断
の
規
則
を
定
め
て
い
る
場
合
も
あ
ろ
う
。
そ
し

て
、
こ
の
場
合
に
は
、
当
該
争
点
に
関
す
る
秘
匿
特
権
に
つ
い
て
は
州
法
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
場
合

(
5
)

に
は
、
単
T
の
事
件
で
、
秘
匿
特
権
に
関
し
て
、
州
法
と
連
邦
法
の
両
方
が
適
用
さ
れ
る
と
い
う
複
雑
な
現
象
が
起
こ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
点
を
ど
う
解
決
す
る
か
は
残
さ
れ
た
問
題
で
あ
る
。

ま
た
、
実
務
上
は
、
連
邦
問
題
の
事
件
で
も
、
連
邦
裁
判
所
が
秘
匿
特
権
の
問
題
に
関
し
て
州
法
に
依
拠
す
る
こ
と
が
少
な
か
ら
ず
あ

る
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
本
条
の
規
定
が
こ
の
よ
う
な
実
務
を
支
持
す
る
か
は
疑
問
で
あ
り
、
本
条
の
規
定
の
下
で
州
法
の
適
用
さ
れ
る

叫
凹
既

場
面
が
ど
の
-
ら
い
あ
る
か
は
問
題
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
本
条
の
制
定
の
三
の
契
機
と
な
っ
た
州
法
の
尊
重
と

い
う
点
は
、
結
果
と
し
て
十
分
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

(
a
)
　
法
務
大
臣
官
房
司
法
法
制
調
査
部
・
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
連
邦
証
拠
規
則
丁
二
頁
参
照
。

以
下
の
問
題
点
の
指
摘
は
、
D
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
s
,
s
u
p
r
a
n
o
t
e
3
,
a
t
1
4
7
0
に
よ
る
。

合
衆
国
憲
法
、
連
邦
議
会
の
制
定
法
'
ま
た
は
合
衆
国
と
外
国
と
の
間
の
条
約
の
適
用
・
解
釈
が
問
題
と
な
る
事
件
(
田
中
英
夫
編
・
英
米
法
辞

典
三
三
入
貢
(
l
九
九
二
)
o

(
3
0
　
D
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
s
,
s
u
p
r
a
n
o
t
e
3
,
a
t
1
4
7
0
.

(
S
O
 
i
d
.
a
t
1
4
7
0
.

I
/
.
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